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精神保健従事者団体懇談会HPトップページより

精神障害者の人権を守り、生活を支える精神保健
・医療・福祉の実現を目指す精神保健従事者の団
体です。

1986年の発足以来180回を越す定例会を開催し、
様々な法改正や政策への要望や提言を行い、7回

の精神保健フォーラムを開催し、真の改革の道を
見出そうとしています。



隔離・身体拘束

















精神保健福祉法第36条

• 精神科病院の管理者は、入院中の
者につき、その医療又は保護に欠く
ことのできない限度において、その
行動について必要な制限を行うこと
ができる

• 隔離その他の行動制限は、指定医
が必要と認める場合でなければ行う
ことができない



精神保健福祉法第 37 条第１項の規定に基づく

厚生大臣が定める処遇の基準

対象となる患者に関する事項

身体的拘束の対象となる患者は、主として次のよ
うな場合に該当すると認められる患者であり、身
体的拘束以外によい代替方法がない場合におい
て行われるものとする。



ア．自殺企図又は自傷行為が著しく切迫し

ている場合

イ．多動又は不穏が顕著である場合

ウ. ア又はイのほか精神障害のために、

そのまま放置すれば患者の生命にまで

危険が及ぶおそれがある場合



隔離 身体拘束

患者の今後の経過

他の患者との人間関係を著し
く損なうおそれがある等、そ
の言動が患者の病状の経過や予
後に著しく悪く影響する場合

認められない

患者の現在
の行動

他の患者に対する暴力行為や
著しい迷惑行為、器物破損行
為が認められ、他の方法ではこ
れを防ぎきれない場合

認められない

検査などの必要
性

身体的合併症を有する患者につ
いて、検査及び処置等のために
必要な場合

認められない

自殺企図・自傷
行為

自殺企図又は自傷行為が切
迫している場合

自殺企図又は自傷行為が
著しく切迫している場合

患者の現在の症
状

急性精神運動興奮等のため、
不穏、多動、爆発性などが
目立ち、一般の精神病室で
は医療又は保護を図ること
が著しく困難な場合

多動又は不穏が顕著である
場合

生命の危険 認められない

精神障害のために、その
まま放置すれば患者の生
命まで危険が及ぶおそれ
がある場合







2015年5月12日
参議院厚生労働委員会

特に日本における精神科病院の身体拘
束は、2003年と比べて１．８９倍になって

います。なぜ、大臣、ここまで増加してき
ていると考えているでしょうか？

（川田龍平参議院議員の質問）



塩崎厚生労働大臣の答弁

「急性期の入院患者が増えていること
などが関係しているものではないかと
いうふうに考えております」

「都道府県が行う精神科病院の指導監
査などを通じて、引き続き、患者に適切
な医療が提供されるように全力を尽くし
ていかなければならない」



読売記事



調査研究結果

～意識面～



調査対象

• 北信越地域の精神科病院19ヶ所に協力
要請

• 15の精神科病院の調査への協力を得、
医師、看護師、看護補助者、作業療法
士、精神保健福祉士、臨床心理技術者
2,101名に無記名自記式アンケート調査
票配布

• 1,407名が回答、回収率 66.9％



隔離・拘束
メリット
偏向度

隔離・拘束
積極度

隔離・拘束の
意義意識
（メリット）

隔離・拘束の
不利益自覚
（デメリット）



質問紙（尺度）

1. 隔離・身体拘束意義意識度（11項目）

2. 隔離・身体拘束不利益認識度（10項目）

3. 隔離拘束不実施不安度（11項目）

4. 隔離・身体拘束現状容認度（18項目）

5. 病棟環境不満度（16項目）

6. バーンアウト度（17項目）

7. 精神障害者の自立許容度（11項目）

8. 暴力に対する脅威の認識度（7項目）

9. 関与必要認識度（11項目）

10. 人権尊重妥協度（３問）

11. その他 （５問）



• 各隔離身体拘束積極度

（ケース3題アナログスケール）

• 患者に関わりを持つのに適した職種を問う質問



尺度 相関係数

隔離・身体拘束不実施不安度 0.313

隔離・身体拘束積極度 0.307

隔離・身体拘束不利益認識度 －0.297

人権尊重妥協度 0.296

暴力に対する脅威の認識度 0.233

隔離・身体拘束現状容認度 0.217

隔離・身体拘束意義意識度との相関



尺度 標準化係数

隔離・身体拘束不利益認識度 －0.312

隔離・身体拘束不実施不安度 0.272

隔離・身体拘束積極度 0.168

人権尊重妥協度 0.134

病棟環境不満度 －0.127

暴力に対する脅威の認識度 0.093

精神障害者の自立許容度 －0.071

関与必要性認識度 0.065

隔離・身体拘束意義意識度を従属変数とした重回帰分析



精神科医療における隔離・身体拘束実態調査

（病院・地域精神医学 VOL.59 №．1 2016）

全国11の精神科病院

2015年8月31日現在の一覧性台帳























隔離・身体拘束に

おける思想（面）



平成11年度 厚生科学研究

精神科医療における行動制限の最小化に関する
研究（主任研究者 浅井邦彦）より



隔離および身体拘束の具体例として・・・

患者が回復してから他の患者からそ
のことで何かを言われた時に本人が
辛い思いをする。そのようなことを避
けて保護する目的で行動制限が必
要になることがある。

平成11年度 厚生科学研究

精神科医療における行動制限の最小化に関する研究より



病院内審査機関の設置

任命された病院外委員は、自らが当
該患者を治療、看護、あるいは介護
する立場を想定して隔離・身体拘束
の妥当性に対する判断をするものと
する。

平成11年度 厚生科学研究

精神科医療における行動制限の最小化に関する研究より



「身体拘束には、心身の濃厚
なケアを支えるための補助手段
の意味がある」

精神科治療学 28（10）：1257－1264 2013

平田豊明氏



多動

そわそわ・・・
でももうちょっとしたら
落ち着きそう。

「多動」に対する身体拘束

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4NMZBrpdppnkEM&tbnid=t6of7fP9FhBMqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kenkou.info/index.php?QBlog-20130803-1&ei=gCIEVJ-oO8vi8AWg7oCgDg&bvm=bv.74115972,d.dGc&psig=AFQjCNFgyDtdvj98ZVwLgVxLVvnW9v8JPg&ust=1409643486575431


今すれば短くてすむ
もう少し待ってくれれば
落ち着くのに・・・

本
人
の
意
志

治
療
的
判
断
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ある看護教科書より

１．転倒、転落防止のためのベッドや車椅子へ

の抑制

２．点滴または栄養カテーテルへ等のルート抜

去を防止するための抑制

これらは・・・・

短時間であれば精神保健福祉法に規制される
「身体拘束」にはあたらないので区別が必要



抑制身体拘束



2017年7月19日



7月19日

「精神科医療の身体拘束を考える会」発足

厚生労働省、外国特派員協会で記者会見



身体拘束の 「対象となる患者」

ア．自殺企図又は自傷行為が著しく切迫し

ている場合

イ．多動又は不穏が顕著である場合

ウ. ア又はイのほか精神障害のために、

そのまま放置すれば患者の生命にまで

危険が及ぶおそれがある場合



経過

• 4月30日 横浜の兄の自宅で躁状態

兄が110番通報。

• 同日神奈川県にある精神科病院に措置入院

• 「ケリーは暴れずに隔離室で命令に従ってベ
ッドに寝たにもかかわらず身体拘束された。」

（兄の言葉）



• 5月10日急変

「室内より大きい呼吸が2回聴こえた後呼吸音

が静かになったため、本人を確認すると首を横
に向けた状態で半開眼している。顔面蒼白で身
体に触れると冷感あり。呼吸はなく、脈もふれな
い・・・・」

• 5月10日大和市立病院 転院

• 5月17日死亡となる。



カルテ、看護記録から考える

2017年7月3日 民事訴訟法上の提訴予告通知

7月19日 記者会見中にようやく開示の連絡入る



5月1日【診療録】

「左手の拘束を外して欲しい。」

（点滴抜かないようにしばらく続けること説明）

水分の要求にて水をコップ数杯飲水する。

こちらからの問いかけに的確な返答あり。

食事中逸脱行為ないが、拘束を外して欲しいと
何度か要求があり主治医へ伝えると説明する。

拘束の訴えについては了解が悪い。



5月4日【看護記録】

「昼薬時、覚醒あり『おはようございます』と返答

される。対応は穏やか」

昼薬をすすめると「いらないです。大丈夫です」

と頑なに拒否あり飲めず。



５月６日【看護記録】

疎通良好

声かけに「おはようございます」と返答あり、食事
に関して「お腹空きました。ご飯食べたいです」と
発語あり。

水分も吸い飲みにて100ｍｌ程度飲める。その後
も「もう少し水ください」と、追加で200ｍｌほど飲ま
れる。むせ込みなし。

雑談もでき、「日本語は完璧じゃないですけど、な
んとか話せます」

「兄が横浜に住んでて」などと会話できる。



5月7日【看護記録】

声かけに容易に覚醒する。

「これ（拘束）から抜けたいから・・お兄さんと、
先生と・・打合せして欲しい。」

帰宅希望も聞かれる。

主治医も家族との面談を予定していることを伝
える。

「そうですか・・・わかりました。」



【看護記録】

「精神運動興奮状態にあり、不穏、多動、爆発
性が著しい。放置すれば患者が受傷するおそ
れが十分にある。」

入院当日4月30日（日）16時30分以降、急変し
た5月10日（水）まで、8時30分、16時３０分、２３
時３０分のほぼ定刻に記載されている。



「国が解決してくれる」

のか？



「神奈川県から、精神保健福祉法上の問
題点はなかったと報告を受けた」

➡ 国はカルテを見ていない。





職員と患者さんは「対等」？



精神科医の横田泉氏は著書の中で、隔離室を
頻繁に使用していた患者が同医師に対して述べ
た

「こっちはネズミ、そっちはゾウだ。本当なら殴っ
ているところだが、力づくやられたらこっちが負
けるからやらないだけだ」

という言葉を紹介し、示唆をされることが大きか
った、としている。



職員はスタッフをたくさん呼べても、

患者さんは

誰も呼ぶことができない。

鍵のかかる病棟、その鍵を職員だけがもっている
こと、患者1人に対して複数の職員を集めること

が可能であること、隔離室の存在、拘束具があり
患者を物理的に拘束する手段をもっていること等
々・・ つまり、

物理的に制圧する力を持っている（暴力装置）



「病院職員」と患者さんは、

そもそもが

非対象である。

「対等」ではない。



石郷岡病院をどう考えるか



包括的暴力防止プログラム

（Comprehensive Violence 
Prevention and Protection 
Programme: CVPPP）

をどう考えるか？





情報公開と身体拘束

630調査非開示問題



広く情報を・・東京で・・・



2003年9月

にいがた温もりの会が

「精神保健福祉資料」について、新潟県情報公開
条例に基づき情報開示請求を行う

非開示決定

行政不服審査法第4条に基づいて異議申し立て

1年9か月後に全面開示が決定



新潟県の主張
• 「夜間外開放」、「個別開放」、「終日閉鎖」、「モ
ニター」、「閉鎖的環境」は法令等で定義された
上で精神保健福祉行政分野で使用されている
用語ではなく、本件公文書において独自に使
用される概念であり、これらに関する情報は当
該精神病院が公表しておらず、また法令上も
公表の義務がないものである。

• 「保護室の利用状況」も公表しておらず、法令
上も公表の義務はない。



このような正確さに劣る情報が公
開されることは、これにより不正確
に病院の運営等に評価がなされる
こととなり、誤った理解や無用の不
安感を与え、当該精神病院がこれ
までに獲得してきた社会的信用・
信頼を失わせ、結果として利用者
が減少したり、地域住民の理解が
得られにくくなるおそれがある。



申立人（私たち）

の主張



医療に関する情報は、非常に高度な公益性があ
り、住民にとって有用性と緊急性をもつものである
ことから、当然、情報公開の対象とすべきもので
ある。具体的には、病院に関する情報提供するこ
とは、患者と医療従事者との信頼関係の構築、情
報の共有化による医療の質の向上、患者の医療
選択権の保障という観点からも非常に重要である
。特に、精神科医療においては、措置入院・医療
保護入院などの非自発的入院が存在し、また行
動制限が認められていることから密室医療に陥り
がちであり、医療情報の提供等によって、その透
明性を高めることは他の診療科における以上に
重要である。



本県がこのような『情報非公開』の体制
を改め、情報公開条例を制定し、すべて
の県民に対し公文書公開請求権を認め
、公文書の公開を原則としたということは
、公文書公開請求権の重要性にかんが
み、実施機関の主張するような『おそれ』
があったとしても公文書公開請求権の保
障を優先するという政策的な判断をした
ものである。



県民は、必ずしも行政内部の事情や専門的
事項にすべて精通しているものではない（中
略）公開を受けた情報の意味内容を正確に理
解できない場合があることは、条例の制定の
時点で既に十分予想されたことである。当該
情報の公開の機会に、実施機関である担当
課が請求者に対し当該情報の意味内容につ
いて十分な説明をすることは、行政の説明責
任の一環をなすものであり、情報公開の実施
に付随し、これと一体となる業務として条例自
体が想定していることである。



そもそも、病院とは、医療法（昭和23年法律第
205号）に基づき、都道府県知事の認可によっ
て開設されるものであり（同法第7条第1項）、傷

病者が、科学的でかつ適正な診療を受けること
ができる便宜を与えることを主たる目的として
組織され、かつ、運営されるものでなければな
らない（同法第1条の5）。



すなわち、病院は、株式会社等が営利を追求す
ることを目的とした営利法人であるのとは異なり
、国民の健康の保持に寄与するという公的使命
をもつ組織である。病院が公共的性格を有する
ことは、都道府県知事は、営利を目的として病院
を開設しようとする者に対しては、厚生労働省令
の定める要件に適合するときでも、開設の許可を
与えないことができる（同法第7条第5項）

→ 高い公益性をもつので情報公開が必要



精神保健福祉資料

630調査問題



身体拘束大規模調査頓挫
問題



羅針盤は「古典」にある



プラトン 紀元前427年 -紀元前347年



最晩年の著作（長篇の対話篇）

「法律（ノモイ）」

より



奴隷の医者

経験としてよいと思われる処置を、あたかも正
確な知識を持っているかのように、僭主さなが
ら、自信たっぷりな態度で１人の病人に指示し
ておいては、さっさと、病気のかかっている別の
奴隷のもとへ立ち去っていく。



自由民である医者

自由民たちの病気を看護し、診察します。それ
も、病気をその根源から、本来のあり方に則っ
て検査し、患者自身ともその身内の人々ともよ
く話し合い、自分の方も、病人から何かを学ぶ
と共に、その病人にもできるだけのことは教え
てやるのです。そして何らかの仕方で同意させ
るまでは、処置の手を下さず、同意させた時で
も、説得の手段によって、たえず病人の気持ち
を穏やかにさせながら、健康回復の仕事を成し
遂げるべく努力をするのです。



John Stuart Mill
1806～ 1873年



人間は支配者としてであろうが、市民としてであ
ろうが、自分の意見と好みを行動の規制として
他人に押し付けようとする傾向をもっており、こ
の傾向は人間性に付随する最善の感情と最悪
の感情のうちいくつかによって強力に支えられ
ているので、権力を制限しない限り、この傾向を
抑制するのはまず不可能である。そして、権力
は弱まっているどころか強まっているのだから、
道徳的な確信によって権力の乱用に強い歯止
めをかけない限り、現在の状況ではこの傾向が
さらに強まっていくと覚悟しなければならない。



人間が個人としてであれ、集団としてであれ、誰
かの行動の自由に干渉するのが正当だと言え
るのは、自衛を目的とする場合だけである。（中
略）本人にとって（干渉するのが）物質的にある
いは精神的に良いことだという点は、干渉が正
当だとする十分な理由にはならない。ある行動
を強制するか、ある行動を控えるよう強制する
時、本人にとって良いことだから、本人が幸福に
なれるから、さらには、強制する側からみてそれ
が賢明か、正しいことだからという点は正当な
理由にならない。



これらの点は、忠告するか、説き伏せるか、説得
するか、懇願する理由にはなるが、強制する理
由にはならないし、応じなかった場合に処罰を与
える理由にはならない。強制や処罰が正当だと
言えるには、抑止しようとしている行動が誰かに
危害を与えるものだと言えなければならない。個
人の行動のうち、社会に対して責任を負わなけ
ればならないのは、他人に関係する部分だけで
ある。本人だけに関係する部分については、各
人は当然の権利として、絶対的な自主独立を維
持できる。自分自身に対して、自分の身体と心
に対して、人は皆主権をもっているのである。
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